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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載 

しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

回次 
第178期 

第２四半期 
連結累計期間 

第179期 
第２四半期 
連結累計期間 

第178期 

会計期間 
自  平成27年４月１日
至  平成27年９月30日

自  平成28年４月１日 
至  平成28年９月30日 

自  平成27年４月１日
至  平成28年３月31日

売上高 (百万円) 117,337 132,319 246,849 

経常利益 (百万円) 3,778 4,306 10,587 

親会社株主に帰属する 
四半期(当期)純利益 

(百万円) 2,262 3,277 7,476 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,985 1,796 3,245 

純資産額 (百万円) 169,350 170,104 169,529 

総資産額 (百万円) 346,068 353,056 363,658 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 12.01 17.40 39.69 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) 11.95 16.71 38.57 

自己資本比率 (％) 48.6 48.0 46.4 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 9,239 16,340 20,943 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △4,299 △6,430 △3,628 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △6,133 △4,876 △12,301 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 14,198 22,542 18,890 
 

回次 
第178期 

第２四半期 
連結会計期間 

第179期 
第２四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自  平成27年７月１日
至  平成27年９月30日

自  平成28年７月１日 
至  平成28年９月30日 

１株当たり四半期純利益金額 (円) 2.37 5.75 
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２ 【事業の内容】 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容について、重要な変更はあ 

りません。 

 また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。 

  
（紙パルプ事業） 

Alpac Forest Products Inc.及びAlpac Pulp Sales Inc.は、平成28年７月１日を効力発生日として統合す

る合併を行い、Alberta Pacific Forest Industries Inc.を統合後の新設会社といたしました。 

  
平成28年９月30日現在では、当社グループは、当社、子会社31社及び関連会社９社により構成されることとなりま

した。 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。   

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

    業務提携契約 

（注）合意により、契約期間を平成29年７月20日まで１年間自動更新いたしました。 

  
  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

  

(1) 業績の状況 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用情勢の改善及び設備投資の持ち直しの動き等により、

景気は緩やかに回復基調が続いているものの、中国をはじめとするアジア新興国や資源国等の景気の下振れや、

英国の欧州連合（ＥＵ）離脱問題など海外経済の不確実性が高まり、依然として先行き不透明な状況が続きまし

た。 

当社グループにおきましては、円高に伴う原燃料価格の下落、Alberta Pacific Forest Industries Inc.の連

結子会社化により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高132,319百万円（前年同四半期比12.8％増）、

営業利益6,187百万円（前年同四半期比77.0％増）、経常利益4,306百万円（前年同四半期比14.0％増）、親会社

株主に帰属する四半期純利益3,277百万円（前年同四半期比44.9％増）となりました。 

  

主なセグメント別の業績は、下記のとおりであります。 

  

① 紙パルプ事業 

紙パルプ事業につきましては、Alberta Pacific Forest Industries Inc.の連結子会社化により増収となり

ました。損益においては、円高に伴う原燃料価格の下落、Alberta Pacific Forest Industries Inc.の連結子

会社化により増益となりました。 

 以上の結果、紙パルプ事業の業績は以下のとおりとなりました。 

  

② パッケージング・紙加工事業 

パッケージング・紙加工事業につきましては、加工紙及び液体容器の受注増により増収となりました。損益

面においては、各種コストダウン効果等により増益となりました。 

 以上の結果、パッケージング・紙加工事業の業績は以下のとおりとなりました。 

  

契約会社名 相手方の名称 契約締結日 契約内容 契約期間 

北越紀州 
製紙㈱ 

三菱商事㈱ 平成18年７月21日 
業務提携 

原材料の調達、国内外の
紙販売に関する協業等 

平成18年７月21日から 
５年間(以後１年毎の自動更
新規定あり)(注) 

 

売上高 118,203百万円(前年同四半期比 14.6％増) 

営業利益 5,018百万円(前年同四半期比 85.0％増) 
 

売上高 10,433百万円(前年同四半期比 0.5％増) 

営業利益 594百万円(前年同四半期比 127.7％増) 
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③ その他 

木材事業、建設業、運送・倉庫事業をはじめとするその他事業につきましては、全体的に厳しい受注環境下

であり減収となりました。損益面においては、各種コストダウン効果等により増益となりました。 

 以上の結果、その他の事業の業績は以下のとおりとなりました。 

  

(2) 財政状態の分析 

総資産は、前連結会計年度末に比べて10,601百万円減少し、353,056百万円となりました。これは、主として

商品及び製品の在庫減少等によりたな卸資産が4,041百万円、減価償却費等により有形固定資産が6,464百万円そ

れぞれ減少したことによるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べて11,177百万円減少し、182,952百万円となりました。これは、主として支

払手形及び買掛金が4,007百万円、有利子負債が5,637百万円それぞれ減少したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて575百万円増加し、170,104百万円となりました。これは、主として親会

社株主に帰属する四半期純利益等により利益剰余金が2,109百万円増加した一方で、為替換算調整勘定が1,920百

万円減少したことによるものです。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前第２四半期連結累計期間末に比

べて8,343百万円増加し、22,542百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は16,340百万円（前第２四半期連結累計期間比76.9％増）となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益3,233百万円、減価償却費9,778百万円、売上債権の減少額

1,975百万円、たな卸資産の減少額2,762百万円、支出の主な内訳は、持分法による投資利益990百万円、仕入債

務の減少額2,084百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は6,430百万円（前第２四半期連結累計期間比49.6％増）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出6,017百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は4,876百万円（前第２四半期連結累計期間比20.5％減）となりました。 

支出の主な内訳は、短期借入金の減少額3,801百万円、コマーシャル・ペーパーの減少額7,000百万円、長期借

入金の返済による支出2,932百万円、配当金の支払額1,136百万円、収入の主な内訳は、社債の発行による収入

10,000百万円であります。 

  

 

売上高 3,682百万円(前年同四半期比 3.7％減) 

営業利益 241百万円(前年同四半期比 3.4％増) 
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。 

  

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりです。 

  

① 当社の基本方針の内容の概要 

当社は、先進の技術と従業員の強固な信頼関係をベースとして、環境負荷を低減した紙素材の提供を通し

て、顧客・株主・取引先・地域社会等に貢献できる会社となり、同時に企業価値の長期安定的な向上を図るこ

とを、経営の最重要課題と認識しております。従いまして、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。 

当社は、株式の大量買付であっても、当社自身の企業価値を増大させ、株主共同の利益を向上させるもので

あれば、これを一概に否定するものではありません。会社の支配権の移転については、最終的には株主全体の

意思に基づき行われるべきものと認識しております。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て却って企業価値ひいては株主共同の利益を毀

損するもの、株主に株式売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等

について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための充分な時間や情報を提供しないもの

等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なからず見受けられます。 

当社の属する製紙産業は、設備の投資から回収まで長期間を要するものであり、中長期的視点での経営判断

が必要とされます。当社は適宜・適切な設備投資を実施し、国際競争力を確保して参りましたが、こうした努

力が当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられなくてはなりません。また、当

社の競争力の源泉は設備の比較優位性だけでなく、需要家の皆様から当社製品の品質と短期間での納品をはじ

めとしたお客様の要請に応えるきめ細かなサービスに対して、多くの御支持を頂いていることにあります。さ

らに、当社グループ従業員の一体感を持った、高いモチベーションや、当社とその事業がなされる地域社会と

の関係も重要と考えられます。これらが当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上にとって不可

欠であると考えております。 

当社としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、このような当社の企業価値の源泉を十分

に理解したうえで、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければ

ならないと考えております。従いまして、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある

株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

  
② 基本方針実現に資する特別な取組みの概要 

当社グループは、明治40年の創業以来、一貫して紙素材を社会に提供することにより、社会経済の発展と生

活文化の向上に努めております。また、国際的な競争力を有し、持続的な成長を可能とすることにより企業価

値の長期安定的な向上を図ることを、経営の最重要課題と捉えております。そのため、いかなる事業環境下に

おいても持続的な成長を目指し、さらに企業価値を向上させるため、2020年（平成32年）を目標とする長期経

営ビジョン「Vision 2020」の第２ステップとして、平成26年４月より中期経営計画「C-next」に取り組んで

おります。ここで掲げた基本方針、経営目標を実現することにより、企業価値、ひいては株主共同の利益の向

上に努めてまいります。 
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③ 基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組みの概要 

当社は、平成28年５月13日開催の取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛

策）」（以下「本プラン」という。）の更新を決議し、同年６月28日開催の第178回定時株主総会において、

本プランは株主の皆様のご承認をいただき、更新されました。 

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式の20％以上

の買付等が行われる場合に、買付者等に対し、事前に意向表明書の提出や当該買付等に関する情報の提供を求

め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主に対して当社経営陣の

計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めるものです。 

買付者等が、本プランに定める手続に従うことなく買付等を行う場合や、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合など、買付等が本プランに定められた客

観的な発動要件に該当し、対抗措置を発動することが相当であると認められる場合は、当社は、会社法その他

の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置（以下「対抗措置」という。）をとり、当該買付

等に対抗することがあります。当社取締役会は、具体的にいかなる対抗措置を講じるかについては、その時点

で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとしますが、現時点における具体的な対抗措置とし

ては、新株予約権の無償割当てを行うことを予定しており、その場合には、当該買付者等による権利行使は認

められないなどの差別的行使条件及び当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得するな

どの差別的取得条項が付された新株予約権を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法

（会社法第277条以降に規定されます。）により割り当てます。 

なお、対抗措置の発動、不発動または中止等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、

当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主に対して適時に情報開

示を行うことにより透明性を確保することとしています。 

本プランの有効期間は、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結時までとし、本プランの有効期間の満了

前であっても、当社の株主総会において本プランを変更または廃止する旨の決議が行われた場合には、本プラ

ンは当該決議に従いその時点で変更または廃止されます。また、当社取締役会により本プランを廃止する旨の

決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されます。 

本プランの導入（更新）時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投

資家の皆様の権利に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、対抗措置が発動され、新株予約権無

償割当てが実施された場合、株主の皆様が新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みを行わないと、

他の株主の皆様による新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります。ただ

し、当社は、買付者等以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付すること

があります。当社が係る取得の手続を取った場合、買付者等以外の株主の皆様は、新株予約権の行使及び行使

価額相当の金銭の払込みをせずに当社株式を受領することとなり、その保有する当社株式の希釈化は原則とし

て生じません。 
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④ 上記の取組みに対する取締役会の判断及びその理由 

本プランは、当社株式に対する買付等が行われた場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判

断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために

買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向

上させるという目的をもって導入されるものです。従いまして、本プランは、当社の基本方針に沿うものであ

って、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のた

めの買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・

株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）も完全に充足しています。  

また、本プランは、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境

の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内容となっております。   

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発

動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しております。独立委員会

は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役もしくは社外監査役または社外の有識者

のいずれかに該当する委員３名以上により構成されます。また、独立委員会の判断の概要については株主の皆

様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運

営が行われる仕組みが確保されています。本プランの発動については、予め定められた合理的な客観的発動要

件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するため

の仕組みを確保しているものといえます。 

このように、本プランは高度の合理性を有しており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するもの

であって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

  

(5) 研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は382百万円であります。 

なお、当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

(6) 主要な設備 

当第２四半期連結累計期間において、新たに確定した設備の新設等の計画は以下のとおりであります。 

  

 

会社名 
事業所名 

(所在地) 

セグメント

の名称 

設備の 

内容 

投資予定額 
資金調達 

方法 

着手及び完了予定 
備考 

総額 既支払額 着手 完了 

北越紀州製

紙㈱ 

新潟工場 

(新潟県新潟市

東区) 

紙パルプ 

事業 

８号回収ボイ

ラー過熱器管

更新工事(第

２期) 

百万円 

1,100 

百万円 

405 

自己資金及

び借入金 
平成28年５月 平成29年10月 操業安定 

Alberta 

Pacific 

Forest 

Industries 

Inc. 

本社、工場 

(カナダ 

アルバータ州) 

紙パルプ 

事業 

薬品貨車受入

ターミナル建

設工事 

百万カナダ 

ドル 

15 

百万カナダ 

ドル 

0 

自己資金 平成28年６月 平成30年１月 コスト削減 
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  
(2) 【新株予約権等の状況】 

   当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。 

     ２ 新株予約権の目的となる株式の数 

新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当

社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 500,000,000 

計 500,000,000 
 

種類 
第２四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成28年９月30日) 

提出日現在発行数(株)
(平成28年11月14日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 209,263,814 209,263,814 
東京証券取引所 
(市場第一部) 

単元株式数は100株であ
ります。 

計 209,263,814 209,263,814 ― ― 
 

決議年月日 平成28年６月28日 

新株予約権の数(個) 117（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 58,500（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり１ 

新株予約権の行使期間 平成28年７月15日～平成43年７月14日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   658 
資本組入額  329 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議に
よる承認を要するものとします。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 
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調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効

力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少

して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われ

る場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数

は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。また、割当日以

降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合

には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」といいます。）に通知または

公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後

速やかに通知または公告いたします。 

   ３ 新株予約権の行使の条件 

(1)新株予約権者は、新株予約権割当日の翌日から１年後または当社取締役の地位を喪失した日の、いずれ

か早い日から行使することができます。 

(2)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から起算して５年が経過したときには、以後新株

予約権を行使することができないものとします。 

(3)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下に定める場合（ただ

し、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移

転計画において定められている場合を除きます。）には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使で

きるものとします。 

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移

転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなさ

れた場合）・・・当該承認日の翌日から15日間 

(4)前記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。 

(5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとしま

す。  

(6)その他の条件については、新株予約権総数引受契約に定めるところによるものとします。  

     ４ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当

社が分割会社となる場合に限ります。）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社とな

る場合に限ります。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合には、組織再編

行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社

の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立

の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の

日をいいます。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいま

す。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまで

に掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権をそれぞれ交付することといたし

ます。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とします。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定いたします。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とし

ます。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株当たり１円とします。 
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⑤新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げます。 

ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記イ記載の資本

金等増加限度額から前記イに定める増加する資本金の額を減じた額とします。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま

す。 

⑧新株予約権の取得条項 

次に準じて決定いたします。以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき株主総会で承認された場合（株

主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償

で新株予約権を取得することができます。 

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

ロ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 

ニ  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 

ホ  新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する

ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

⑨その他の新株予約権の行使の条件 

    前記新株予約権の行使の条件に準じて決定いたします。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成28年９月30日 ― 209,263 ― 42,020 ― 45,435 
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(6) 【大株主の状況】 

平成28年９月30日現在 

(注) １ 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）の所有株式

は、信託業務に係る株式であります。 

２ 上記の他に、当社保有の自己株式19,823千株(9.47%)があります。 

３ 平成28年４月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券㈱、その共同保有者で

ある野村アセットマネジネント㈱が平成28年４月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されている

ものの、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主

の状況には含めておりません。 

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

     

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

三菱商事㈱  東京都千代田区丸の内二丁目３番１号  36,619 17.50 

日本マスタートラスト信託銀行
㈱（信託口）  

東京都港区浜松町二丁目11番３号  20,034 9.57 

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱（信託口）  

東京都中央区晴海一丁目８番11号  10,061 4.81 

北越紀州持株会  東京都中央区日本橋本石町三丁目２番２号  5,238 2.50 

損害保険ジャパン日本興亜㈱  東京都新宿区西新宿一丁目26番１号  4,499 2.15 

大王製紙㈱  愛媛県四国中央市三島紙屋町２番60号  4,286 2.05 

川崎紙運輸㈱  神奈川県川崎市川崎区浮島町12番２号  4,286 2.05 

㈱第四銀行  
新潟県新潟市中央区東堀前通七番町 
1071番地１  

4,217 2.02 

㈱北越銀行  新潟県長岡市大手通二丁目２番地14  4,215 2.01 

㈱みずほ銀行  東京都千代田区大手町一丁目５番５号  3,600 1.72 

計 ― 97,059 46.38 
 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（千株） 
株券等保有割合 

（％） 

野村證券㈱ 
東京都中央区日本橋一丁目
９番１号 

1,519 0.73 

野村アセットマネジメント
㈱ 

東京都中央区日本橋一丁目
12番１号 

9,523 4.55 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

  

② 【自己株式等】 

  

２ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 

役職の異動 

  

 

      平成28年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

 (自己保有株式) 
 普通株式 

19,823,200 
― ― 

 (相互保有株式) 
 普通株式 

23,600 
― ― 

完全議決権株式(その他) 188,991,400 1,889,914 ― 

単元未満株式 425,614 ― ― 

発行済株式総数 209,263,814 ― ― 

総株主の議決権 ― 1,889,914 ― 
 

    平成28年９月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式)           

北越紀州製紙㈱ 
新潟県長岡市西蔵王 
三丁目５番１号 

19,823,200 ― 19,823,200 9.47 

(相互保有株式)           

㈱ニッカン 
新潟県長岡市西蔵王 
三丁目５番１号 

23,600 ― 23,600 0.01 

計 ― 19,846,800 ― 19,846,800 9.48 
 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

常務取締役 洋紙事業本部長 
       兼 営業支社担当 
       兼 営業企画部担当 
       兼 同部長 
  

常務取締役 洋紙事業本部長 
       兼 営業支社担当 
       兼 営業企画部担当 
       兼 同部長 
       兼 広報室担当 

坂 本 正 紀 平成28年７月１日
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第４ 【経理の状況】 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。  

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。  
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１ 【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

  

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 19,088 22,643 

    受取手形及び売掛金 ※1  66,117 ※1  62,945 

    商品及び製品 23,729 21,063 

    仕掛品 2,094 1,966 

    原材料及び貯蔵品 21,096 19,848 

    その他 7,690 7,314 

    貸倒引当金 △46 △43 

    流動資産合計 139,771 135,738 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 78,799 79,234 

        減価償却累計額 △45,255 △46,333 

        建物及び構築物（純額） 33,544 32,901 

      機械、運搬具及び工具器具備品 407,868 406,827 

        減価償却累計額 △317,974 △324,513 

        機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 89,894 82,314 

      その他（純額） 28,957 30,714 

      有形固定資産合計 152,395 145,931 

    無形固定資産 3,626 3,167 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 61,776 62,392 

      その他 ※2  8,558 ※2  8,288 

      貸倒引当金 ※2  △2,469 ※2  △2,461 

      投資その他の資産合計 67,865 68,219 

    固定資産合計 223,887 217,317 

  資産合計 363,658 353,056 
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                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 21,662 17,655 

    電子記録債務 6,514 7,583 

    短期借入金 29,090 30,473 

    コマーシャル・ペーパー 20,000 13,000 

    1年内償還予定の社債 10,000 10,000 

    未払法人税等 1,203 764 

    引当金 3,057 3,218 

    その他 14,884 12,581 

    流動負債合計 106,413 95,275 

  固定負債     

    社債 10,000 20,000 

    長期借入金 59,451 49,794 

    引当金 1,166 883 

    退職給付に係る負債 13,525 13,442 

    資産除去債務 2,090 2,059 

    その他 1,481 1,496 

    固定負債合計 87,716 87,676 

  負債合計 194,129 182,952 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 42,020 42,020 

    資本剰余金 45,401 45,398 

    利益剰余金 82,670 84,780 

    自己株式 △10,188 △10,164 

    株主資本合計 159,904 162,035 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 6,633 7,129 

    繰延ヘッジ損益 △168 2 

    為替換算調整勘定 1,889 △31 

    退職給付に係る調整累計額 319 220 

    その他の包括利益累計額合計 8,673 7,321 

  新株予約権 128 124 

  非支配株主持分 822 622 

  純資産合計 169,529 170,104 

負債純資産合計 363,658 353,056 
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 

【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】 

                      (単位：百万円) 

                    前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

売上高 117,337 132,319 

売上原価 97,970 105,915 

売上総利益 19,366 26,403 

販売費及び一般管理費 ※1  15,870 ※1  20,216 

営業利益 3,496 6,187 

営業外収益     

  受取利息 7 32 

  受取配当金 471 532 

  持分法による投資利益 1,148 990 

  その他 890 654 

  営業外収益合計 2,517 2,209 

営業外費用     

  支払利息 435 325 

  為替差損 734 2,989 

  設備休止費用 482 402 

  その他 582 373 

  営業外費用合計 2,235 4,091 

経常利益 3,778 4,306 

特別利益     

  固定資産売却益 22 10 

  投資有価証券売却益 39 0 

  退職給付制度終了益 40 － 

  特別利益合計 102 11 

特別損失     

  固定資産除売却損 466 1,081 

  減損損失 2 － 

  退職給付会計過去勤務費用償却額 107 － 

  その他 25 2 

  特別損失合計 602 1,083 

税金等調整前四半期純利益 3,278 3,233 

法人税、住民税及び事業税 979 632 

法人税等調整額 159 △640 

法人税等合計 1,139 △7 

四半期純利益 2,139 3,241 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △123 △36 

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,262 3,277 
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【四半期連結包括利益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】 

                      (単位：百万円) 

                    前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

四半期純利益 2,139 3,241 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △11 325 

  繰延ヘッジ損益 17 171 

  為替換算調整勘定 81 △2,013 

  退職給付に係る調整額 △216 △92 

  持分法適用会社に対する持分相当額 △23 163 

  その他の包括利益合計 △153 △1,444 

四半期包括利益 1,985 1,796 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 2,092 1,925 

  非支配株主に係る四半期包括利益 △106 △128 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

  

                      (単位：百万円) 

                    前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前四半期純利益 3,278 3,233 

  減価償却費 9,702 9,778 

  減損損失 2 － 

  のれん償却額 80 74 

  退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △210 △236 

  受取利息及び受取配当金 △479 △564 

  支払利息 435 325 

  持分法による投資損益（△は益） △1,148 △990 

  固定資産除売却損益（△は益） 443 1,070 

  売上債権の増減額（△は増加） 1,980 1,975 

  たな卸資産の増減額（△は増加） △2,992 2,762 

  未収消費税等の増減額（△は増加） △11 95 

  仕入債務の増減額（△は減少） △156 △2,084 

  未払消費税等の増減額（△は減少） △1,098 90 

  その他 957 1,309 

  小計 10,784 16,838 

  利息及び配当金の受取額 634 1,508 

  利息の支払額 △446 △319 

  法人税等の支払額 △1,733 △1,687 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 9,239 16,340 

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  投資有価証券の取得による支出 △23 △78 

  有形固定資産の取得による支出 △3,772 △6,017 

  有形固定資産の売却による収入 24 117 

  貸付けによる支出 △200 △7 

  貸付金の回収による収入 12 78 

  その他 △340 △524 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △4,299 △6,430 
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                      (単位：百万円) 

                    前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入金の純増減額（△は減少） △3,250 △3,801 

  コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 9,000 △7,000 

  長期借入れによる収入 3,229 412 

  長期借入金の返済による支出 △13,502 △2,932 

  社債の発行による収入 － 10,000 

  配当金の支払額 △1,135 △1,136 

  非支配株主への配当金の支払額 △93 △71 

  自己株式の取得による支出 △1 △0 

  その他 △379 △345 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △6,133 △4,876 

現金及び現金同等物に係る換算差額 93 △1,381 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,099 3,651 

現金及び現金同等物の期首残高 15,298 18,890 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  14,198 ※1  22,542 
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【注記事項】 

(会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月

１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  
（追加情報） 

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用) 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第

１四半期連結会計期間から適用しております。 

  
(四半期連結貸借対照表関係) 

※１  受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高 

  

  
※２  平成27年３月期に発覚の不正行為に関連して発生したものが、以下のとおり含まれております。 

  

  
(四半期連結損益計算書関係) 

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

  

  

  
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

受取手形割引高 －百万円 5百万円 

受取手形裏書譲渡高 112  89  
 

  
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

固定資産         

 投資その他の資産         

  その他         

   長期未収入金 2,359百万円 2,359百万円 

  貸倒引当金 △2,359   △2,359   
 

  
前第２四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成28年４月１日 
至  平成28年９月30日) 

運送費 6,945百万円 9,628百万円 

販売諸費 3,447  3,984  

給料及び手当 1,935  2,296  

賞与引当金繰入額 541  693  

退職給付費用 98  162  
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。 

  

  

(株主資本等関係) 

前第２四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年９月30日) 

１．配当金支払額 

  

  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年９月30日) 

１．配当金支払額 

  

  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの 

  

  

 

  
前第２四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成28年４月１日 
至  平成28年９月30日) 

現金及び預金 14,202百万円 22,643百万円 

使途制限付預金 △3  △101  

現金及び現金同等物 14,198  22,542  
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成27年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 1,135 6.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成27年11月13日 
取締役会 

普通株式 1,136 6.00 平成27年９月30日 平成27年12月７日 利益剰余金 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成28年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 1,136 6.00 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成28年11月14日 
取締役会 

普通株式 1,136 6.00 平成28年９月30日 平成28年12月５日 利益剰余金 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年９月30日) 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、不動産売買、

運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。 

  ２ セグメント利益の調整額288百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。 

  ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年９月30日) 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、不動産売買、

運送・倉庫業、古紙卸業等を含んでおります。 

  ２ セグメント利益の調整額331百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。 

  ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 

        (単位：百万円) 

  

報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

紙パルプ 
事業 

パッケージ
ング・紙加
工事業 

計 

売上高               

  外部顧客への売上高 103,134 10,380 113,514 3,822 117,337 － 117,337 

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 

1,147 20 1,168 14,019 15,187 △15,187 － 

計 104,281 10,401 114,682 17,841 132,524 △15,187 117,337 

セグメント利益 2,712 261 2,974 233 3,208 288 3,496 
 

        (単位：百万円) 

  

報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

紙パルプ 
事業 

パッケージ
ング・紙加
工事業 

計 

売上高               

  外部顧客への売上高 118,203 10,433 128,636 3,682 132,319 － 132,319 

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 

1,255 37 1,292 16,874 18,166 △18,166 － 

計 119,458 10,470 129,929 20,556 150,486 △18,166 132,319 

セグメント利益 5,018 594 5,613 241 5,855 331 6,187 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

 

項目 
前第２四半期連結累計期間
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間
(自  平成28年４月１日 
至  平成28年９月30日) 

(1) １株当たり四半期純利益金額 12円01銭 17円40銭 

  (算定上の基礎)     

    親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 2,262 3,277 

    普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

    普通株式に係る親会社株主に帰属する 
    四半期純利益金額(百万円) 

2,262 3,277 

    普通株式の期中平均株式数(千株) 188,343 188,425 

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 11円95銭 16円71銭 

  (算定上の基礎)     

    親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 
    (百万円) 

△6 △121 

    （うち関連会社の発行する潜在株式の影響による 
   持分法投資損益(百万円)） 

(△6) (△121)

    普通株式増加数(千株) 354 402 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 

― ─ 
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２ 【その他】 

第179期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）中間配当については、平成28年11月14日開催の取締役会

において、平成28年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを

決議いたしました。 

① 配当金の総額                                 1,136百万円 

② １株当たりの金額                               ６円00銭 

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日    平成28年12月５日 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 

― 26 ―



独立監査人の四半期レビュー報告書  
  

平成28年11月14日

北越紀州製紙株式会社 

取締役会  御中 
  

  

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北越紀州製紙株

式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日か

ら平成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キ

ャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
  
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
  
監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北越紀州製紙株式会社及び連結子会社の平成28年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 
  

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    櫻 井 紀 彰    印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    上 野 直 樹    印 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    木 村 純 一    印 
 

  

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
 





【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成28年11月14日 

【会社名】 北越紀州製紙株式会社 

【英訳名】 HOKUETSU KISHU PAPER CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ＣＥＯ  岸 本 晢 夫 

【最高財務責任者の役職氏名】 ───── 

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市西蔵王三丁目５番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
 



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長ＣＥＯ岸本晢夫は、当社の第179期第２四半期（自  平成28年７月１日  至  平成28年９月30

日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 


